
奈
良
・藤
原
京
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
奈
良
県
橿
原
市
醍
醐
町

・
高
殿
町
、
高
市
郡
明
日
呑
村
大

字
雷

２
　
調
査
期
間
　
　
一
　

一
九
九

一
年

（平
３
）
二
月
を
三
月
、　
二

一
年
六
月
ぞ
七
月
、
三
　
一
九
九

一
年

一
二
月
ｉ

の
通
る
位
置
と
の
ニ
カ
所
に
調
査
区
を
設
け
て
実
施
し
た
。
調
査
面
積
は
併
せ

て

一
一
一
〇
∬
で
あ
る
。

検
出
し
た
遺
構
は
七
世
紀
か
ら
八
世
紀
前
半
の
も
の
と
中
世
に
属
す
る
も
の

と
に
大
別
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
前
者
は
さ
ら
に
藤
原
官
期
と
そ
の
直
前
の
時
期

の
も
の
と
に
分
け
ら
れ
る
。
藤
原
官
期
の
遺
構
に
は

一
条
条
間
路
と
そ
の
両
側

滞
、
建
物

・
塀

・
井
戸

・
土
坑
な
ど
が
あ
り
、
藤
原
官
期
直
前
の
時
期
に
属
す

る
遺
構
に
は
建
物

・
土
坑
が
あ
る
。
ま
た
中
世
の
遺
構
は
土
坑
と
多
数
の
小
溝

で
あ
る
。

木
筒
は
藤
原
官
期
の
井
戸
Ｓ
Ｅ
七
二
三
七
か
ら

一
点
が
出
上
し
た
。
こ
の
ほ

か
に
上
端
近
く
の
左
右
に
切
り
込
み
を
入
れ
た
荷
札
状
の
木
製
品
も
二
点
出
土

し
た
。
Ｓ
Ｅ
七
二
三
七
は
掘
形
径
約
三

。
二
ｍ
の
ほ
ぼ
円
形
の
井
戸
で
、
深
さ

は

一
・
七
ｍ
、
本
来
は
木
枠
組
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
既
に
抜
き
取
ら
れ
、

一
部
に
裏
込
め
の
礫
だ
け
が
残
る
。
埋
土
は
三
層
に
分
か
れ
、
木
簡
は
最
下
層

の
暗
灰
色
粘
土
か
ら
出
上
し
た
。
ま
た
埋
土
か
ら
は
飛
鳥
Ｖ
の
上
器

・
墨
書
土

器

。
転
用
硯

・
輔
羽
口
・
漆
付
着
杯

・
砥
石

・
刀
子
な
ど
が
出
上
し
、
一暴
込
め

に
は
藤
原
宮
式
の
軒
平
瓦
が
入
っ
て
い
た
。
な
お
他
の
井
戸
や
土
坑
か
ら
も
同

様
に
輔
羽
口
・
銅
津
付
対
禍

・
鋼
製
品

。
鋼
津

・
砥
石

・
漆
付
着
土
器
な
ど
が

出
土
し
、
ま
た
北
に
接
す
る
位
置
で
調
査
し
た
第
六
〇
次
調
査
で
も
輔
羽
口
ｏ

銅
津

・
対
禍
な
ど
が
出
上
し
て
お
り
、
周
辺
に
銅
製
品
の
工
房
に
関
わ
る
施
設

の
存
在
が
予
想
さ
れ
る
。

一
一　
右
京
二
条
二
坊

（第
六
六
十
五
次
調
査
）

九
九
九
九

二
年
四
月
、
四
　
一
九
九
二
年

一
月
を
二
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
飛
蔦
藤
原
宮
跡
発
掘
調
査
部

４
　
調
査
担
当
者
　
代
表
　
牛
川
喜
幸

５
　
速温
跡
の
種
類
　
都
城
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
七
世
紀
末
ｉ
八
世
紀
初
頭

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

一　
右
京

一
条

一
坊
の
調
査

（第
六
五
次
調
査
）

本
調
査
は
大
型
店
舗
建
設
に
伴
う
事
前
調
査
と
し
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
、

調
査
地
は
右
京

一
条

一
坊
西
南
坪
に
あ
た
る
。
当
地
で
は

一
九
八
九
年
度
に
第

六
〇
次
調
査
と
し
て
既
に
調
査
を
実
施
、
終
了
し
て
い
た
が
、
店
舗
の
設
計
変

更
に
よ
り
位
置
を
ず
ら
し
て
再
び
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
第
六
〇
次
調
査

で
は

一
条
条
間
路
と
西
北

。
西
南
両
坪
で
建
物

・
土
坑

・
井
戸
な
ど
を
確
認
し

た
。
今
回
の
調
査
は
、
そ
の
成
果
を
受
け
て
西
南
坪
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
に
、
第
六
〇
次
調
査
区
の
南
に
接
す
る
位
置
と
東
延
長
上
で

一
条
条
間
路
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調
査
は
共
同
住
宅
建
設
に
伴
う
事
前
調
査
と
し
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
、
調

査
地
は
右
京
二
条
二
坊
西
北

・
西
南
両
坪
に
あ
た
る
。
調
査
地
の
東
隣
に
は
か

つ
て
喜
田
貞
吉
に
よ
っ
て
藤
原
宮
の
遺
構
と
考
え
ら
れ
た
長
谷
田
土
壇
が
あ
る
。

検
出
し
た
主
な
遺
構
に
は
、
東
西
溝

。
井
戸

。
掘
立
柱
建
物

・
土
坑
な
ど
が

あ
り
、
そ
の
時
期
は
藤
原
官
期
と
平
安
時
代
に
分
か
れ
る
。

木
簡
は
平
安
時
代
の
井
戸
Ｓ
Ｅ
七
三
〇

一
か
ら

一
点
出
土
し
た
。
Ｓ
Ｅ
七
三

〇

一
は
径

一
・
八
飢
、
深
さ
二
ｍ
余
り
の
円
形
の
掘
形
を
も
ち
、
本
来
井
戸
枠

が
あ
っ
た
が
、
抜
き
取
ら
れ
て
い
た
。
埋
土
か
ら
瓦
器
が
出
上
し
た
こ
と
か
ら
、

一
二
世
紀
前
半
に
属
す
る
井
戸
と
推
定
さ
れ
る
。

〓
一　
左
京
十

一
条
三
坊

（第
六
六
十
一
。
一
三
次
調
査
）

本
調
査
は
、
県
道
橿
原
神
官
東
口
停
車
場
飛
驀
線
新
設
に
伴

っ
て
実
施
さ
れ

た
二
次
に
わ
た
る

一
連
の
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
県
道
新
設
に
よ
っ
て
移
転
す
る

住
宅
の
新
築
に
伴

っ
て
調
査
が
実
施
さ
れ
（第
六
六
十
一
次
調
査
）、
後
述
す
る
よ

う
な
重
要
な
遺
構
を
確
認
し
た
た
め
、
そ
の
成
果
を
受
け
て
同
年
度
に
再
び
県

道
同
線
敷
設
予
定
地
と
そ
の
隣
接
地
で
遺
跡
の
範
囲
を
確
認
す
る
た
め
に
追
加

調
査
を
行
な

っ
た
（第
六
六
十
一
三
次
調
査
）。
調
査
地
は
雷
丘
北
北
西
ほ
ぼ
二
〇

〇
ｍ
に
あ
り
、
左
京
十

一
条
三
坊
西
南
坪
の
中
心
部
か
ら
西
南
部
に
あ
た
る
。

従
来
こ
の
付
近
で
は
発
掘
調
査
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
な
く
、
調
査
地
の
北
方

で
軒
平
瓦
が
採
集
さ
れ
た
り
、
柱
根

・
土
器
が
掘
り
起
こ
さ
れ
た
こ
と
が
あ

っ

た
に
過
ぎ
な
い
。

第

一
次
の
調
査
で
は
、
七
世
紀
後
半
か
ら
奈
良
時
代
に
か
け
て
の
大
規
模
な

四
面
庇
付
東
西
棟
建
物
と
そ
の
西
方
に
廊
状
に
並
ぶ
二
条
の
柱
列
が
検
出
さ
れ
、

し
か
も
こ
の
建
物
が
左
京
十

一
条
三
坊
西
南
坪
の
中
軸
線
上
に
位
置
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
建
物
を
中
心
と
し
て
回
廊
の
巡
る
区
画
の
存
在
が
推
定
さ
れ

た
。
し
か
し
そ
の
成
果
を
受
け
て
実
施
さ
れ
た
第
二
次
の
調
査
で
は
、
廊
状
に

並
ぶ
二
条
の
柱
列
が
廊
で
は
な
く
、
二
棟
の
南
北
建
物
の
東
庇
部
分
で
あ
る
こ

と
、
ま
た
二
棟
の
南
北
棟
建
物
の
南
と
西
で
こ
れ
ら
の
建
物
群
を
画
す
る
掘
立

柱
塀
と
溝
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
確
認
し
た
。

検
出
し
た
主
な
遺
構
は
掘
立
柱
建
物

。
掘
立
柱
塀

・
礫
敷

・
滞

・
土
坑
な
ど

で
、
こ
の
う
ち
建
物

・
溝
に
は
造
り
替
え
が
あ
り
、
二
時
期
に
分
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
出
土
遺
物
か
ら
こ
れ
ら
の
遺
構
は
天
武
朝
末
期
に
造
営
さ
れ
、

藤
原
官
期
を
経
て
奈
良
時
代
前
半
に
廃
絶
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

木
簡
は
第

一
次
の
調
査
で
検
出
し
た
土
坑
Ｓ
Ｋ
二
六
七
六
か
ら
四
点

（全
て

削
暦
）、　
第
二
次
の
調
査
で
確
認
し
た
東
西
溝
Ｓ
Ｄ
二
七
四
〇
と
南
北
溝
ｓ
Ｄ

二
七
五
〇
か
ら
そ
れ
ぞ
れ

一
二
点
と
二
点
が
出
上
し
た
。
Ｓ
Ｄ
二
七
四
〇
は
南

限
を
画
す
る
掘
立
柱
塀
の
す
ぐ
南
に
あ
る
幅
約
五
ｍ
、
深
さ
○

・
五
ｍ
の
大
規

模
な
溝
で
、
北
岸
に
は
約

一
ｍ
ほ
ど
の
間
隔
を
お
い
て
丸
太
を
打
ち
込
み
、
し

が
ら
み
と
し
た
護
岸
施
設
が
あ
る
。
堆
積
土
に
含
ま
れ
る
遺
物
は
少
な
い
が
、

「観
智
賢
□
是
□
」
と
経
典
の
一
句
か
と
思
わ
れ
る
墨
書
の
あ
る
平
瓦
の
破
片

が
出
上
し
て
い
る
。
ま
た
Ｓ
Ｄ
二
七
五
〇
は
西
限
を
画
す
る
掘
立
柱
塀
の
す
ぐ

西
約

一
・
五
ｍ
に
位
置
し
、
幅
約
二

・
六
ｍ
、
深
さ
○

。
四
ｍ
ほ
ど
で
東
岸
を

石
で
護
岸
す
る
溝
で
あ
る
。
堆
積
土
か
ら
木
製
品

・
瓦

・
土
器
類
が
出
土
し



た
。四

　
右
京
七
条

一
坊

（第
六
六
十
一
二
次
調
査
）

本
調
査
は
橿
原
市
の
計
画
す
る
宅
地
造
成
工
事
に
先
だ
っ
て
実
施
し
た
も
の

で
あ
る
。
調
査
地
は
右
京
七
条

一
坊
西
北
坪
に
あ
た
り
、
当
該
坪
で
は
こ
れ
ま

で
に
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
お
よ
び
橿
原
市
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
数
次
に

わ
た
る
調
査
が
実
施
さ
れ
、
藤
原
官
期
の
掘
立
柱
建
物
や
掘
立
柱
塀

・
井
戸

・

溝
な
ど
が
検
出
さ
れ
、
内
部
の
状
況
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
た
。

今
回
の
調
査
で
検
出
し
た
主
な
遺
構
は
掘
立
柱
建
物

・
溝

・
便
所
な
ど
で
あ

る
。
時
期
は
い
ず
れ
も
藤
原
官
期
に
属
す
る
。

木
簡
は
便
所
遺
構
ｓ
ｘ
七
四
二
〇
か
ら
三
〇
点
（う
ち
削
暦

一
五
点
）
、
南
北

濤
ｓ
Ｄ
七
〇
八
〇
か
ら

一
一
点

↑
つ
ち
削
暦

一
点
）
、
総
計
四

一
点

今
つ
ち
削
居

一
六
点
）
が
出
上
し
た
。
Ｓ
Ｘ
七
四
二
〇
は
長
さ

一
・
六
ｍ
、
幅
○

・
五
ｍ
の

南
北
に
長
い
長
精
円
形
の
平
面
を
呈
す
る
素
掘
り
の
上
坑
で
、
深
さ
は
現
状
で

○

。
四
ｍ
あ
る
が
、
本
来
は

一
飢
前
後
の
深
さ
を
持

っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

内
部
に
は
東
西
三
〇
伽
、
南
北
八
五
銀
の
間
隔
で
四
本
の
杭
が
打
ち
込
ま
れ
て

い
る
。
Ｓ
Ｘ
七
四
二
〇
か
ら
は
木
筒
の
他
に
壽
木

。
土
器

・
植
物
種
子
な
ど
が

出
土
し
た
。
こ
の
う
ち
壽
木
は
お
よ
そ

一
五
〇
点
に
も
の
ぼ
る
箆
状
あ
る
い
は

板
状
の
加
工
木
片
で
、
表
面
を
削

っ
て
調
整
し
た
も
の
が
多
く
、
木
簡
に
も
需

木
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
土
坑
内
に
堆
積
し

て
い
た
土
壌
の
分
析
に
よ
っ
て
判
明
し
た
昆
虫
遺
存
体

・
食
物
残
津

。
寄
生
虫

卵
の
存
在
な
ど
か
ら
、
Ｓ
Ｘ
七
四
二
〇
は
便
所
遺
構
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

た
。
ま
た
Ｓ
Ｄ
七
〇
八
〇
は
幅
約
二
‥

一
ｍ
、
深
さ
○

。
二
ｍ
の
素
掘
り
の
溝

で
あ
る
。

な
お
当
該
坪
で
以
前
に
実
施
さ
れ
た
第
六
二

・
六
三
十

一
二
両
次
の
調
査
に

お
い
て
も
総
計
七
〇
〇
点
以
上
に
の
ぼ
る
木
簡
が
出
土
し
、
当
該
坪
の
性
格
を

め
ぐ

っ
て
注
目
さ
れ
て
い
た
。

８
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容

一　

右
〓

条

一
坊

井
戸
Ｓ
Ｅ
七
工
三
七

①

　

「
丈
夫
」
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

∞支
∞賀

∞
霞

一
一　
右
京
二
条
二
坊

井
戸
Ｓ
Ｅ
七
三
〇
一

「
［
早
埋
日
日

　
戸

Ｆ
絲
ゴ

明
阻

　
戸

戸
伯
∵
印
」

諾
〕
×
。
『
）
×
ω

寓
〕

刊
は
呪
符
珠
簡
。

〓
一　
左
京
十

一
条
三
坊

東
西
溝
Ｓ
Ｄ
二
七
四
〇

①
　
。
「
＜
神
前
評
川
辺
里
」

。
「
＜
三
宅
人
荒
人
俵
」
　

　

　

　

　

　

　

　

岸�巽
∞実
枷
ｏ開
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南
北
溝
Ｓ
Ｄ
三
七
五
〇

②

　

ｘ
□
□
□

×

Ｘ
□
里
ピ
月
×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（∞じ
×
Ｃ
じ
×
∞
ｏ解

①
の
表
に
見
え
る
神
前
評
川
辺
里
は
播
磨
国
の
神
埼
郡
川
辺
里
に
あ
た
る
。

裏
の

「
三
宅
人
」
は

『
播
磨
国
風
土
記
』
に
見
え
る

「川
辺
里
三
家
」
の
存
在

と
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

②
に
見
え
る

「黒
月
」
は
仏
教
用
語
で
あ
る
が
、
前
後
に
文
字
が
続
く
こ
と

を
考
慮
す
る
と

「黒
月
」
と
続
け
て

一
語
と
見
な
し
て
よ
い
か
は
問
題
が
残

之Ｏ
。四

　
右
京
七
条

一
坊

便
所
遺
構
Ｓ
Ｘ
七
四
二
〇

ω
　
。
「
下
戸
雑
戸
戸
主
雑
戸
下
戸
戸
主
」

。
「
百
済
手
人
下
戸
戸
主
　
　
　
　
」
　

　

　

μω曼
ａ
∀
∞
露

②

　

「
召
志
良
木
人
毛
利
今
急
」
　

　

　

　

　

　

ドΦ斐
〕受
∞
冨

南
北
溝
Ｓ
Ｄ
七
〇
八
〇

⑥

　

□

田
連

三

田
次
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Ｘ
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⑭
　
茨
田
郡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（じ
入
Φ∀
∞
霞

ω
は
表
裏
と
も
習
書
か
。
記
載
さ
れ
た
内
容
か
ら
明
確
に
表
裏
を
弁
別
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
か
り
に
多
く
の
文
字
が
書
か
れ
た
面
を
表
と
し
た
が
、

あ
る
い
は
表
一異
別
筆
で
、
表
と
し
た
面
が
同

一
語
句
を
繰
り
返
し
記
す
の
に
対

し
、
裏
と
し
た
面
に
は
語
句
に
重
複
が
な
く
、
ま
た
意
味
が
十
分
通
る
内
容
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
裏
と
し
た
面
が
実
は
表
で
、
こ
れ
に
は
意
味
が
あ
り
、　
一
方

表
と
し
た
面
の
み
が
習
書
で
、
裏
と
し
た
面
を
見
て
書
か
れ
た
と
考
え
る
こ
と

も
で
き
る
。
一異
表
に
書
か
れ
た
語
句
は
僅
か
に

「
下
戸
」

「雑
戸
」

コ
層
主
」

「百
済
手
人
」
の
四
つ
に
過
ぎ
な
い
が
、
内
容
的
に
重
要
な
問
題
を
含
ん
で
い

る
。
ま
ず

「
下
戸
」
に
つ
い
て
は
律
令
制
下
で
行
な
わ
れ
た
戸
の
等
級
付
け
に

関
わ
る
記
載
と
思
わ
れ
る
が
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る
二
等
政
戸
制
や
九
等
戸
制

の
二
通
り
の
戸
区
分
法
と
は
表
記
が

一
致
せ
ず
、
あ
る
い
は
雑
戸
の
戸
が
公
戸

と
は
異
な
る
上
戸

・
中
戸

。
下
戸
か
ら
成
る
三
等
戸
制
を
と
っ
た
こ
と
を
示
す

も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た

「百
済
手
人
」
は
百
済
手
部
の
こ
と
で
、
律
令
制

下
、
大
蔵
省

・
内
蔵
寮
に
所
属
し
て
供
御
及
び

一
般
に
支
給
さ
れ
る
種
六
の
皮

革
製
品
の
生
産
に
従
事
し
た
雑
戸
の
一
つ
で
あ
る
。
従

っ
て
表
裏
の
記
載
内
容

は
両
者
に
共
通
し
て
書
か
れ
た

「雑
戸
」
の
一
語
に
よ
っ
て
互
い
に
関
連
を
持

つ
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。　
と
こ
ろ
で

「百
済
手
人
」
は

『令
集
解
』
職
員
令

内
蔵
寮

。
大
蔵
省
条
所
引
の
別
記
に
よ
れ
ば
、
藤
原
京
で
は
左
京
と
右
京
に
そ

れ
ぞ
れ
本
貫
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。　
ま
た

「百
済
手
人
」
を
含
め

た
雑
戸
の
籍
は

一
般
公
戸
の
場
合
に
作
成
さ
れ
る
三
通

（
一
通
は
本
貫
、
二
通
は

京
進
さ
れ
て
中
務
・
民
部
両
省
に
置
か
れ
た
）
以
外
に
さ
ら
に

一
通
が
余
分
に
作
成



さ
れ
、
所
属
の
官
司
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た

（戸
令
造
戸
籍
条
）。　
以

上
の
よ
う
に
表
裏
が
深
い
関
わ
り
を
も
ち
、
し
か
も

「百
済
手
人
」
が
雑
戸
で

あ
る
こ
と
を
承
知
し
た
上
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
①
が
作
ら
れ
、

捨
て
ら
れ
た
可
能
性
の
あ
る
場
所
と
し
て
は
、
上
記
し
た
中
務

・
民
部

。
大
蔵

各
省
と
内
蔵
寮
あ
る
い
は
左
右
京
職
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
に
指
摘

し
た
第
六
二

・
六
三
十

一
二
両
次
の
調
査
で
出
上
し
た
木
簡
が
、
ま
ず
藤
原
京

内
で
は
突
出
し
た
多
量
の
点
数
を
出
土
し
た
こ
と
、
形
態
的
に
は
削
暦
が
そ
の

殆
ど
を
占
め
、
そ
の
中
に
は
所
謂
横
材
の
も
の
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
内
容
的
に

は

「戸
主
」
な
ど
と
記
し
た
も
の
が
あ
る
こ
と
、
な
ど
特
徴
的
な
内
容
を
も
つ

こ
と
と
、
上
述
し
た
ω
に
見
ら
れ
る
記
載
の
内
容
と
を
併
考
す
る
と
、
多
量
の

木
簡
を
出
上
し
て
い
る
右
京
七
条

一
坊
西
北
坪
に
は
京
職
（・に
の
場
合
は
右
京
職
）

に
関
連
し
た
施
設
が
あ

っ
た
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

か
り
に
こ
の
推
定
が
正
し
い
と
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
の
成
果
か
ら

す
る
と
、
当
坪
は
そ
の
中
枢
部
で
は
な
く
、
周
辺
部
分
に
あ
た
る
も
の
と
見
ら

れ
る
。

②
は

「志
良
木
人
毛
利
」
を
急
ぎ
召
喚
す
る
こ
と
を
命
じ
た
召
文
。
志
良
木

は
新
羅
の
こ
と
。
ま
た
毛
利
は
床
呂
の
音
通

（鈴
木
靖
民
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
）。

た
だ
し
新
羅
を
姓
の
一
部
に
含
む
氏
に
は
、
新
羅

。
新
羅
人

・
新
良
木
舎
姓
等

が
あ
り
、
ど
心良
木
人
毛
利
」
は
志
良
木
人
が
姓
で
毛
利
が
名
か
、

あ
る
い
は

志
良
木
が
姓
で
人
毛
利
が
名
か
は
い
ず
れ
と
も
決
め
難
い
。

①
の
第

一
文
字
は
春
か
と
思
わ
れ
る
が
、
確
定
で
き
な
い
。

①
の
茨
田
郡
は
河
内
国
の
茨
田
郡
。

９
　
関
連
文
献

奈
良
目
立
文
化
財
研
究
所

『
飛
蔦

・
藤
原
宮
発
掘
調
査
概
報
』

一
〓
一
全

九

九
二
年
）

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

『藤
原
京
跡
の
便
所
遺
構
―
右
京
七
条

一
坊
西
北

坪
―
』
全
九
九
二
年
）

（橋
本
義
則
）




